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令和６年度西条市中学生議会会議録 

令和６年８月５日（月曜日） 

 

 

議事日程 午後１時３０分開会 

日程第１ 

 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 

 会期の決定について 

日程第３ 

 市政全般に対する質問 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第３ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

出席中学生議員（３０名） 

１番  西条東中学校３年 

新
にい

 本
もと

 里
り

 花
か

 君 

２番  西条東中学校３年 

神
じん

 野
の

 颯
はや

 斗
と

 君 

３番  西条東中学校３年 

弓
ゆ

 立
だて

 結
ゆい

 香
か

 君 

４番  西条西中学校３年 

日
ひ

 野
の

 祭
さい

 弐
じ

 君 

５番  西条西中学校３年 

藤
ふじ

 井
い

 歩
ほの

 花
か

 君 

６番  西条西中学校３年 

重
しげ

 見
み

 瑚
こ

々
こ

樹
じゅ

 君 

   

７番  西条南中学校３年 

工
く

 藤
どう

 柚
ゆず

 巴
は

 君 

８番  西条南中学校３年 

中
なか

 平
ひら

 晃
こう

 太
た

 君 

９番  西条南中学校３年 

植
うえ

 田
だ

 結
ゆ

貴
き

那
な

 君 

１０番  西条北中学校３年 

菅
かん

   わかな 君 

１１番  西条北中学校３年 

三
み

 島
しま

 泰
たい

 生
せい

 君 

１２番  西条北中学校３年 

久
く

 保
ぼ

 果
か

 穂
ほ

 君 

１３番  東予東中学校３年 

寺
てら

 田
だ

 乃
の

々
の

葉
は

 君 

１４番  東予東中学校３年 

早
はや

 野
の

 伊
い

 栞
おり

 君 

１５番  東予東中学校３年 

橋
はし

 田
だ

 麻
ま

 未
み

 君 

１６番  東予西中学校３年 

徳
とく

 増
ます

 莉
り

 子
こ

 君 

１７番  東予西中学校３年 

藤
ふじ

 原
わら

 杏
あん

 菜
な

 君 
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１８番  東予西中学校３年 

吉
よし

 井
い

 くるみ 君 

１９番  河北中学校３年 

芥
あくた

 川
がわ

   練
れん

 君 

２０番  河北中学校３年 

西
にし

   葵
あお

 衣
い

 君 

２１番  河北中学校３年 

山
やま

 浦
うら

 亜
あ

 夢
む

 君 

２２番  丹原東中学校３年 

福
ふく

 田
だ

 くらら 君 

２３番  丹原東中学校３年 

眞
ま

 鍋
なべ

 百
も

々
も

香
か

 君 

２４番  丹原東中学校３年 

髙
たか

 橋
はし

 大
や

 
ま

和
と

 君 

２５番  丹原西中学校３年 

越
お

 智
ち

 美
み

 晴
はる

 君 

２６番  丹原西中学校３年 

越
お

 智
ち

 夕
ゆ

 日
に

 君 

２７番  丹原西中学校３年 

横
よこ

 山
やま

 妃
ひ

 桜
お

 君 

２８番  小松中学校３年 

眞
ま

 鍋
なべ

 光
こう

 祐
すけ

 君 

２９番  小松中学校３年 

能
の

 瀬
せ

 愛
まな

 歩
み

 君 

３０番  小松中学校３年 

能
の

 瀬
せ

 奏
かな

 歩
み

 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

欠席中学生議員（なし） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

出席理事者（１９名） 

 市 長  玉 井 敏 久 君 

 副 市 長  越 智 三 義 君 

 経 営 戦 略 部 長  髙 橋 雄 次 君 

 危 機 管 理 監  渡 部 泰 成 君 

 総 務 部 長  矢 畑   淳 君 

 財 務 部 長  髙 橋 和 良 君 

 福 祉 部 長  柏 木 潤 弥 君 

 こ ども健康部長  大 西 保 彦 君 

 市 民 生 活 部 長  越 野 美智子 君 

 環 境 部 長  難波江 明 広 君 

 産 業 経 済 部 長  田 中   剛 君 

 農 林 水 産 部 長  佐 伯 宣 孝 君 

 建 設 部 長  松 田   敏 君 

 総 務 課 長  永 井   貴 君 

 消 防 長  石 川 克 也 君 

 教 育 長  伊 藤 隆 志 君 

 教育委員会事務局長  串 部 佳 隆 君 

 教 育 指 導 監  黒 河 幸 彦 君 

 監 査 委 員  東 元 道 明 君 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

出席事務局職員（５名） 

 局 長  曽我部 道 昌 君 

 議 事 課 長  越 智 鋭 尚 君 

 副課長兼議事係長  髙 橋 千 亮 君 

 主 査  細 川 由貴絵 君 

 主 任  伊 藤 加寿也 君 

 
                                    

午後１時３０分開会 
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○議長（越智美晴君） これより、西条市合併

２０周年記念事業令和６年度西条市中学生議会

を開会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は、本日、会議前半の議長を務めます丹原

西中学校、越智美晴です。 

この中学生議会が、私たちの住む西条市の明

るい未来に向け、新たなメッセージを発信する

よい機会となるよう、切に希望いたします。 

 中学生議員の皆様、そして玉井敏久市長をは

じめ、関係職員の皆様、どうかよろしくお願い

いたします。 

 それでは、まず、市長から招集の挨拶があり

ます。 

 玉井敏久市長。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 令和６年度西条

市中学生議会の開会に当たりまして、ひと言御

挨拶を申し上げます。 

 本日は、本中学生議会に市内の各中学校から、

越智美晴議長、新本里花議長の両議長をはじめ、

中学生議員などの代表者の皆さんに御参集をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

本中学生議会は、議会の模擬体験を通して地

方自治の基本的な考え方を学び、自ら考え、市

政への質問、提案又は要望を行うことにより、

地域及び市政への関心と理解を深め、西条市を

もっと好きになってもらうことを目的に、西条

市合併２０周年記念事業の一環として、開催を

するものでございます。 

 本日御参集の皆さんにおかれましては、日頃

から、勉強や部活動をはじめ、さまざまな活動

で、多忙な日々を過ごされていることと思いま

すが、その中におかれましても、西条市のまち

づくりについて、真剣にお考えいただき、本日

その御意見をいただけますことに対しまして、

まことに頼もしく、そしてありがたく感じてお

ります。 

 本市は、まちづくりのキャッチフレーズとし

て「ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯ まちへの愛が未来

をつくる」を掲げ、まちを知り、好きになるこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市長召集の挨拶 
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とが新しいあなたと未来の西条市を作るとの思

いをこめて、人と人とのきずなを深めつつ、Ｓ

ＤＧｓの精神で、持続可能なまちづくりの実現

を目指しております。 

 本日はぜひ、本市の未来を担う皆さんから、

西条市への愛ある御意見をお聞かせいただきた

いと思います。 

 皆さんからの御意見に対しましては、私をは

じめ関係職員が、精いっぱいお答えをさせてい

ただきますので、どうかよろしくお願いを申し

上げます。 

 結びに、本日の中学生議会の開催に当たりま

して、御尽力をいただきました楠  學議長を

はじめ市議会の皆様がた、そして学校関係者の

皆さんに心から感謝を申し上げますとともに、

本日の中学生議会が、御参集の皆様にとりまし

て、実り多きものとなりますよう、御祈念申し

上げまして、開会の御挨拶とさせていただきま

す。 

 本日は、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長（越智美晴君） 次に、西条市議会を代

表しまして、楠  學議長から挨拶があります。 

 

○西条市議会議長（楠  學君）(登壇) ただ

いま御紹介をいただきました西条市議会議長の

楠でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市議会を代表いたしまして、ひと言御挨拶を

申し上げます。 

 本日ここに、西条市合併２０周年記念事業の

一環として、中学生議会がこのように盛大に、

かつ厳粛に開催されますことを心からうれしく

感じております。 

 本議会の開催に当たり、格別の御尽力を賜り

ました関係者の皆様がたに対しまして、この場

をお借りして、深く敬意を表する次第でござい

ます。 

 さて、議会は、言論の府と言われております

ように、西条市をより住みよいまちにしていく

ために、多くの市民の皆さんの声に耳を傾け、

真剣に議論を重ね、物事を決めていく場であり

ます。 

 今日、この議場において、皆さんが身近な問

題について自ら考え、西条市の将来について夢

を語ることは、市民の思いが行政に反映されて

いく過程を、身をもって学ぶことができるすば

らしい機会であると考えております。 

 一方、行政にとりましても、皆様のすなおな

意見を聞くことは、今後のまちづくりの中で、

たいへん意義深いものであり、大きな成果を期

待しているところでございます。 

 本日は、中学生議員の皆さん以外にも、多く

の学校関係者の皆様にお越しをいただいており

ますし、また、インターネットを通じてライブ

配信を行っておりますので、ぜひ、中学生議員

の皆さんの晴れの舞台を、温かく見守っていた

だくとともに、皆様がたにおかれましても、市

政や議会への関心を高めていただくよい機会に

なることを願っております。 

 結びに、この中学生議会が、西条市の明るい

未来に向け、新たなメッセージを発信する機会

となりますことを心より念願いたしまして、私

の挨拶とさせていただきます。 

 皆さん、元気いっぱいがんばってください。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（越智美晴君） これより、本日の会議
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を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元配付のとおりであ

りますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（越智美晴君） 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、５番、西条西中学

校、藤井歩花君、３０番、小松中学校、能瀬奏

歩君の両君を指名いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（越智美晴君） 次、日程第２、会期の

決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 中学生議会の会期は、本日、１日間といたし

たいと思います。 

 これに、御異議ありませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

○議長（越智美晴君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定しました。 

 なお、本日、市職員、報道関係者及び学校関

係者による議場における撮影等を許可いたして

おりますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（越智美晴君） 次、日程第３、市政全

般に対する質問に入ります。 

 なお、各議員の発言は、通告内容に沿い、発

言予定時間内で行うものといたします。 

 それでは、通告者の発言を順次、許可いたし

ます。 

 まず、西条東中学校、弓立結香君。 

 

○３番（弓立結香君）(登壇) 議席番号３番、

西条東中学校３年、弓立結香です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、自主学習することができる環境

について質問いたします。 

 私や友人は、休日や長期休みの間、よく西条

図書館の学習室を利用します。しかし、開館の

朝９時半になると、すぐに学習室は満席となり

学習室を利用することができずに片道３０分の

道のりを自転車で帰宅することがたびたびあり

ます。 

西条市内には、無料で自主学習をすることが

できる場所がとても少ないように思います。最

近は、家庭学習という言葉が定着しつつありま

すが、多くの家庭にはスマホやゲーム、漫画な

ど、勉強の妨げとなる娯楽がたくさんあり、集

中できない、勉強できないという意見も多いで

す。 

そこで、自習学習をすることができる場所の

増設、環境の整備を進めるべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

 また、ふだんの生活での高齢者や外国のかた

との交流の機会が少ないように思います。高齢

者や外国のかたと交流することは、学校での授

業や自習室での自学自習といった、机に座って

する勉強では得られない、実用的で将来に役立

つ経験になると思います。 

また、地域の人々に協力していただくことで、

世代間交流や国際交流が進み、活気のある西条

市になるのではないかと考えています。 
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 以上を踏まえて、次の３点を市にお尋ねいた

します。 

 １点目は、西条図書館の学習室の利用状況を

ホームページ等で閲覧できるようにすることで

す。 

学習室の利用状況が一目で分かるようになれ

ば、図書館まで行き、満席で利用できなかった

ということが減り、学習時間の確保につながる

のではないかと思いますが、市の考えをお聞か

せください。 

 ２点目は、学校や公民館の休日開放と放課後

の開放です。 

意見や知識の共有が行われ、勉強がおもしろ

い、やりたいと思える環境を作るために、地域

の学習の拠点として、学校や公民館を開放する

考えについて、お聞かせください。 

 ３点目は、自主学習をすることができる環境

の新たな整備についてです。 

落ち着いて学習ができ、地域の高齢者や外国

のかたに、勉強や社会について教えていただく

ことのできる場所と機会を作る考えについてお

聞かせください。 

 以上で、質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（越智美晴君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

 玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、弓立結香議員からの自

主学習することができる環境についての御質問

のうち、西条図書館の学習室の利用状況を確認

する方法について、この質問にお答えをさせて

いただきたいと思います。 

西条図書館の学習室は、現在４０席ございま

して、令和５年度の実績では、年間約１万６，

５００人、１日平均５５人の利用がございます。

うち、中学生の利用状況を見てみますと、年間

で約２，１００人で、１２．７パーセントを占

めている状況にございます。 

さきほど議員からもありましたように、学習

室は、図書館の開館時間でございます午前９時

３０分から先着順に受付を行っておりまして、 

学習室の空き状況について電話での問い合わせ

も多く寄せられておりますが、来館のタイミン

グなどで問い合わせ時と状況が変わっている場

合がございます。  

また、申請時に使用時間を記入していただく

こととなりますけども、時間制を設定していな

いことから、長時間にわたって占有をしたり、 

あるいは食事をとるということで席を離れるな

ど、全ての利用者の使用時間をリアルタイムで

把握することが非常に難しいのが現状となって

ございます。 

しかしながら、さきほど議員からもありまし

たように、学習室等の利用状況が見える化する

ことは、市民の皆様がたにとって非常に有益な

情報、ニーズだと、このようにも承知をいたし

ます。 

また、より多くの皆さんにも利用できるスペ

ースとして共有することが望ましいと私も考え

てございます。 

そういったことから、今後はネット予約シス

テムの導入も検討し、利用サービスの向上を図

りたいと考えてございます。 

より多くの皆様に使っていただけるような、

そんな環境整備をしていきたいと思ってござい

ます。 
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私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、教育長の方か

ら答弁をさせていただきます。 

 

○議長（越智美晴君） 伊藤教育長。 

 

○教育長（伊藤隆志君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私から、弓立結香議員、２点目御質問の学校

及び公民館の休日開放・放課後開放について御

答弁を申し上げます。 

学校につきましては、放課後や長期休業中に

おきましては、学校長の判断で、教員の監督下

であれば教室の利用も可能と考えられますが、

皆様も御存知のように、学校では授業や教育活

動などでの使用が前提となっております。 

そのため、個々の生徒の個人的な使用につき

ましては、生徒の安全管理や学校施設の管理運

営上、現状では難しい面もありますので、今後

慎重に検討していきたいと思います。 

次に、地区公民館の会議室などにつきまして

は、団体利用を原則としており、個人で利用す

る場合は、平日の１７時までは図書室が空いて

いれば自主学習を行うことができます。 

会議室などを利用する場合は、公民館職員が

いない休日や夜間などを含め、団体での予約が 

必要となります。この場合、休日などの鍵の管

理など、大人がいないことによる安全面への課

題がありますが、例えば、ＰＴＡや地域の団体

の協力を得て、団体として公民館を予約し、自

主学習を行うといった方法も考えられるため、 

実際に利用する場合は、公民館と相談しながら

検討していただきたいと思います。 

続いて、３点目の御質問、学習や交流機会の

場を新たに設ける考えについて御答弁を申し上

げます。 

教育委員会では、現在、学び合い学習、ＩＣ

Ｔ教育の推進を図っていることから、放課後に

おけるグループ単位での自主的な学び合い学習

やＩＣＴを活用した自主学習などにつきまして

も大いに進めていきたいと考えております。 

また、本市では、令和６年度に、市内全ての

小・中学校で、学校運営に地域の声を積極的に

生かし、地域と一体となって特色ある学校作り

を進めていくことを目的とするコミュニティ・

スクールをスタートいたしました。 

地域のかたに勉強や社会について教えていた

だく場所や機会につきましては、今後、コミュ

ニティ・スクールの活動を通じて、生徒と地域

のかたなどの交流が進み、増えていくものと考

えております。 

現状では、さまざまな学習や体験ができる公

民館講座や、地区によっては、教員ＯＢなどが

学習支援を行っている地域未来塾なども御利用

いただき、学びの場を広げていただきたいと思

います。 

新しい自主学習施設の整備につきましては、 

人口減少などに伴う教育施設の在り方を現在検

討しているところでありまして、 現在のところ

計画はありませんが、既存の施設を有効利用す

ることで自主学習に励んでいただければと考え

ております。 

以上でございます。 

 

○議長（越智美晴君） 次、西条西中学校、日

野祭弐君。 

 

○４番（日野祭弐君）(登壇) 議席番号４番、

西条西中学校３年、日野祭弐です。 
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 通告に従い、学校の設備について質問いたし

ます。 

 一つ目の体育館及び技術室への冷暖房機器の

設置についてです。 

現在の西条西中学校は、各教室に冷暖房機器

が設置されています。しかし、体育館と技術室

には冷暖房機器が設置されていません。体育館

で夏に集会をするときは、扇風機をかけるなど

対応はしていますが、暑すぎて熱中症の危険性

があります。 

また、技術室で授業をするときも、夏は暑く、

冬は寒いため、多くの生徒たちから授業に集中

ができないという声が上がっています。 

以上のような理由から、体育館及び技術室へ

冷暖房機器を設置していただきたいのですが、

設置についての考えをお聞きします。 

 二つ目は、駐輪場での自転車の転倒防止対策

についてです。 

西条西中学校は、風が強く吹くため、駐輪し

ている自転車がよく倒れています。自転車が倒

れることで、反射板が壊れた、かごが曲がった、

ベルの調子が悪くなった、ヘルメットが飛び、

間違えて他の人のヘルメットをかぶって帰って

しまったなど、さまざまな問題が発生していま

す。 

風が強い日は、自転車を何度起こしても倒れ

てしまうため、自転車を倒して駐輪しています。 

このような現状に対して、生徒から倒れない

ようにしてほしい、という声がたくさん上がっ

ています。僕自身も駐輪場に整頓してとめるよ

う呼びかけている中で、倒して駐輪せざるをえ

ない状況はおかしいと思うし、なによりも、こ

れから西条西中学校に入学してくる後輩たちに

同じような思いをしてほしくありません。 

このため、自転車の転倒防止対策は必要だと

考えますが、自転車スタンドや柵の設置は可能

かどうかお聞きします。 

 以上で、質問を終わります。 

御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（越智美晴君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

 玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、日野

祭弐議員からの学校の設備についての御質問の

うち、 体育館及び技術室への冷暖房機器の設置

についてお答えをさせていただきます。  

今日も本当に申し訳ないぐらい暑くなってお

りますけども、日本の平均気温は長期的に見て

上昇傾向にございます。特に、近年では夏場で

の記録的な高温が見られておりまして、熱中症

が社会的な問題となっております。  

学校においては、夏場の熱中症を予防すると

ともに、生徒や教員が快適に過ごせる施設環境

を維持するために、 本市におきましては、令和

元年６月に市内全中学校に冷暖房設備を整備し

てございます。 

教室への冷暖房設備の設置につきましては、

生徒が長い時間を過ごす普通教室を優先し、特

別教室においても、生徒の利用頻度が高い教室

に設置をしたところでございます。  

ただし、さきほど議員御指摘のとおり、技術

室につきましては、木材等の加工を行う際に、

木粉などが発生することから、本市におきまし

ては、換気対策として基本的に窓の開閉による

自然換気を行うこととしており、冷暖房設備の

設置は現在行っていない状況になってございま
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す。  

加えまして、市内中学校の多くの体育館にお

きましては、 施設自体の老朽化対策や冷暖房設

備の整備の際に、文部科学省が推奨いたします

効率的、効果的な整備のための断熱性の確保対

策など、さまざまな課題を抱えているのが本市

の各中学校の体育館でございます。  

そのため、市内中学校の体育館への冷暖房設

備の設置についても、至っていない状況にござ

います。  

そのような中、心配される熱中症予防対策に

つきましては、大型扇風機などによる換気の強

化や水分補給、休息時間の確保と併せ、体育館

では、温度湿度を計測する乾湿計によりチェッ

クするとともに、体育の授業時などには暑さ指

数を測定できる黒球式熱中症計を使用するなど、

授業環境については常時注意を行っているとこ

ろではございます。  

冒頭申し上げましたとおり、学校教育の場に

おける冷暖房設備の重要性は認識をしておりま

して、既存の学校設備の維持管理に、冷暖房設

備の運転に問題が生じた場合は、優先的に修繕

をするなど取り組んできたところでございます。 

一方、 本年２月、校舎外壁材の落下事故が発

生するということで、西条北中学校で発生をい

たしております。  

施設の老朽化が急速に進んでいるのも、これ

また事実でございます。皆さんが安心して学校

生活を送ることができるよう、危険箇所の補修

や地震に対する耐震性の向上など、施設の構造

的な安全性の確保についても早急に取り組むこ

とといたしました。  

冷暖房設備の体育館などへの新規の整備につ

きましては、普通教室などへの整備時と同様に

全市的な整備方針の策定が必要となります。 

そういった中、繰り返しになりますけども、

児童・生徒の快適な学習環境並びに大規模災害

時におけます避難者の健康維持のためには空調

機器の設置は重要であると、このように認識を

しておりまして、今後、 老朽化などの対策、災

害時の指定避難所としての対応や地域での学校

開放事業など、総合的に検討を進めて参りたい

と考えてございます。 

私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、教育委員会事

務局長から答弁をさせていただきます。 

以上でございます。 

 

○議長（越智美晴君） 串部教育委員会事務局

長。 

 

○教育委員会事務局長（串部佳隆君）(登壇) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、日野祭弐議員御質問の

うち、（２）駐輪場での自転車の転倒防止対策に

ついて御答弁申し上げます。 

 西条西中学校の駐輪場におきまして、強風に

より自転車が倒れた事案が発生したことにつき

ましては、今年度、学校からの連絡を受け、 教

育委会職員が現地確認も行っており、認識して

いるところでございます。 

 転倒防止対策としましては、前輪を固定する

スタンドや駐輪場側面などへの風よけを設置す

る方法、 一定間隔で転倒防止のための柵を設置

することなどが考えられますが、 西条西中学校

駐輪場は校舎に囲まれた場所に設置されており、

風向きや風速が一定していない状況であるとも

考えられ、どのような方法が効果的であるのか

検証が必要であると考えております。 
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 また、駐輪場の一部には、災害時に使用でき

るマンホールトイレが設置されており、その使

用にも支障を来すことのない適切な方法につい

て検討する必要があると考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長（越智美晴君） 次、西条南中学校、植

田結貴那君。 

 

○９番（植田結貴那君）(登壇) 議席番号９番、

西条南中学校３年、植田結貴那です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、南海トラフ地震への対策につい

て質問いたします。 

 ２０２４年１月１日、能登半島地震が発生し、

石川県能登半島を中心に甚大な被害を与えまし

た。最大震度７、死者・負傷者約１,６００人、

被害を受けた住宅は約１３万棟、ライフライン

や産業に大きな影響を与えました。半年ほどた

ちましたが、車の中で避難生活を強いられる人

や災害関連死による死者も増えています。 

 愛媛県では、本年４月１７日に豊後水道地震

が発生しました。最大震度は６弱、愛媛県だけ

でなく、高知県・大分県の一部の地域に大きな

被害を与えました。私は、地震が起きる度に南

海トラフ地震を連想すると、不安や恐怖を感じ

てしまいます。 

そこで、西条市は、いつ地震が起きても大丈

夫なように、特に、南海トラフ地震への対策を

急がなければならないと思います。私たちは、

今回の中学生議会をきっかけに、仲間とともに

南海トラフ地震対策として、西条市に必要な三

つの取組について考えてみました。調べたとこ

ろ、西条市の南海トラフ地震による津波の高さ

は、海沿いでは４メートル以上５メートル未満

と予想されています。市のホームページ、津波

浸水想定区域によると、木造家屋が全壊するほ

どの被害です。市内には９８か所の市指定避難

所がありますが、旧東予市では３２か所と少な

く、避難に時間のかかる地域に住む人もいます。

そこで、まず一つ目として、避難所の増設と、

高台の建設をしてはどうかと考えますが、市の

お考えをお聞かせください。 

 また、西条市は、住みやすい町ランキングで

常に上位に位置し、市外や県外からの移住者が

多いと思います。県のホームページ、令和５年

度の愛媛県への移住実績を見ると、西条市の移

住者数は７８７人であり、年々増加しているこ

とが分かりました。住み始めて間もない人は、

避難所や高台がどこにあるのかじゅうぶん分か

らないのではないでしょうか。そこで、二つ目

として、避難所や高台への避難経路を知らせる

ために、ユニバーサルデザインを採り入れた看

板や標識を避難所や高台周辺に設置してはどう

かと思いますが、市の考えについてお聞かせく

ださい。 

 最後に、南海トラフ地震が近い将来起こる確

率が高いことは、皆さんご存じのことと思いま

す。政府の地震調査委員会は、２０２２年に南

海トラフ地震が起こる確率を４０年以内に９０

パーセント程度と引き上げました。９０年から

１５０年ほどの周期で起きている南海地震は、

最後に起きた昭和南海トラフ地震から７５年以

上経過しているため、次の地震発生の確率が高

まっている状態であるそうです。そんな中、各

家庭での防災対策はじゅうぶんなのか気になり

ます。もし、できていない家庭が多い場合、市

内の被害者が増えることになります。今後起こ

りうる地震に備えるためにも、市が各家庭に対

- 10 -



して、防災セットを配付するのはどうでしょう

か。防災セットの中身は、食料や水、懐中電灯

など避難生活に必要な最低限のものを詰めます。

これにより、土砂崩れで車が通れず孤立しても、

支援物資が届くまでの間を、しのぐことができ

るのではないでしょうか。三つ目として、防災

セットの配付に向けた考えについて、お聞かせ

ください。 

 以上、三つの取組について、市の見解を教え

ていただきたいと思います。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（越智美晴君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

 玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、植田

結貴那議員からの南海トラフ地震への対策につ

いての御質問のうち、避難所及び避難場所につ

いての質問にお答えをさせていただきます。 

避難所の増設及び津波避難施設の建設につい

てのお尋ねでございます。 

平成２５年１２月に発表されました愛媛県地

震被害想定調査最終報告におきまして、本県に

最も影響の大きい南海トラフ巨大地震陸側ケー

スを対象危機事象として選定をされております

が、その被害想定等が愛媛県庁のウェブサイト

等で公表をされてございます。 

その結果を見てみますと、太平洋で発生した

津波が本市に到達するまでには約３時間半の時

間がかかるものと想定をされておりまして、避

難できる時間があることから、市民の皆様には、

まずはできるだけ海岸から遠く離れた高い所へ

避難をするように現在までも呼びかけてござい

ます。 

一方、本市におきましては、一時的に危険か

ら逃れるための場所として、市内公共施設１４

９か所を指定緊急避難場所に、また、災害の危

険性がなくなるまでの必要な間の滞在や、災害

により家に戻れなくなったかたが一時的に滞在

するための場所として市内小・中学校、公民館

などの９８か所を指定避難所に、津波からの迅

速な避難をするため、津波浸水区域内にありま

す３階建て以上のマンション、ホテルなどの２

０か所を津波避難ビルに指定をしてございます。 

植田議員御指摘の避難所や避難場所となる公

共施設の新規整備、あるいは津波避難タワーな

どの津波避難施設の建設については、その必要

性については否定するものではございませんけ

ども、まずは優先すべきとして、既存の公共施

設の活用、ホテル、旅館や在宅避難などの推進、

民間団体との協定などによりまして、避難所や

避難場所をじゅうぶん確保することを優先課題

として、このことについてしっかり取り組んで

市民の皆様に安心を届けて参りたいと、このよ

うに考えてございます。 

私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、危機管理監か

ら答弁をさせていただきます。 

 

○議長（越智美晴君） 渡部危機管理監。 

 

○危機管理監（渡部泰成君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私から御質問二つ目の避難所等へ

の誘導標識の設置についてお答えいたします。 

一部の指定避難所及び指定緊急避難場所の看

板等につきましては、ユニバーサルデザインを

採り入れたものにはなってないことから、劣化
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による交換時などにユニバーサルデザインを採

り入れた看板を設置することとしたいと考えて

おります。 

一方、避難経路につきましては、災害の種別

や居住している場所の地形、道路の状況などに

応じてさまざまな経路を想定しておく必要がご

ざいますので、全ての経路をまとめて掲示する

のは難しいと考えております。 

なお、本市に転入してこられたかたには、転

入手続きの際に、津波の浸水区域や避難所を示

した防災マップを配付しているところでござい

ます。 

また、現在、市民の皆さんには、スマートフ

ォン向けアプリ、防災情報さいじょうのインス

トールを勧めているところでございます。 

このアプリは、気象情報や防災マップなど見

ることができるほか、指定避難所等への経路を

示してくれるナビゲーション機能も付いており

ます。 

本紙のウェブサイトに掲載しておりますＱＲ

コードを読み取ることなどによりましてインス

トールをすることができますので、この機会に

ぜひ、御自分や家族のかたなどのスマートフォ

ンにインストールをしていただきたいと思いま

す。 

また、中学生の皆さんをはじめ、市民の皆さ

ん一人一人におかれましては、家族のかたがた

とハザードマップを見ながら話し合ったり、学

校や地域で行われている防災訓練などの機会を

捉えまして、実際に自分が住んでいる地域を歩

いてみたりすることを通じて、災害の種別など

に応じたさまざまな避難経路を想定しておいて

いただくようお願いいたします。 

続きまして、御質問の三つ目、防災セットの

配付についてでございます。 

本市では、市民の皆さんに対しまして、一人

一人が自分の力で自分の身を災害から守る自助、

隣近所や地域の人々が協力し合って地域を災害

から守る共助を基本として災害に備えるよう呼

びかけているところでございます。 

災害が起こった後の避難生活において必要と

なる食料や生活必需品などにつきましては、各

家庭、各個人により異なることから、それぞれ

がふだんからそろえておく必要がございます。 

また、最終的に自分の命を守れるのは自分自

身でございますことから、御質問にあった防災

セットは、市民の皆さん一人一人が自助の精神

を持ってふだんから自主的にそろえていただき

たいと考えております。 

中学生の皆さんにおかれましても、家族のか

たがたと話し合い、ふだんから防災セットをそ

ろえておいていただくようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

○議長（越智美晴君） 次、西条北中学校、三

島泰生君。 

 

○１１番（三島泰生君）(登壇) 議席番号１１

番、西条北中学校３年、三島泰生です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、西条商店街の活性化について質

問いたします。 

 本校の近くには、夜市や西条まつりなどでに

ぎわい、地域の交流の場となっている紺屋町な

どの商店街があります。しかし、ふだんは人通

りが少なく、全体的に寂しいイメージになって

しまっています。商店街に再び活気を取り戻す

ために私たちも何か力になれたらと思い、御提

案させていただきます。 
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私たちが考えた商店街の活性化に向けた提案

は大きく三つあります。 

 一つ目は、商店街を明るいイメージにするこ

とです。現在の商店街は、建物の老朽化が進ん

でいます。昨年、修学旅行で京都の商店街を訪

れた人の話によると、きちんと整備され、建物

も新しく、全体的に明るい印象で、にぎわって

いたとのことです。商店街も、雰囲気を変える

とよいのではないでしょうか。例えば、老朽化

が目立つ建物を改装したり、塗装し直したりし

て、明るい商店街というイメージを持てるよう

にすればよいのではないでしょうか。 

 二つ目は、若い人たちの需要を増やすことで

す。現在の商店街は、学生など、若い人の需要

が低く、なかなか行きづらいのではないかと思

います。そういった状況を打破するために、若

者を対象とした文具屋や、勉強などができる個

室のある施設を造ればよいのではないでしょう

か。学生にとって必要な施設を造ることで、商

店街に学生などの若い人が集まると考えます。

また、食べ歩きができる店や写真スポットなど

を造ってもよいかと思います。それによって、

若い人だけでなく、観光客を呼び込める可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

もあり、商店街だけでなく、西条市全体の活性

化につながるのではないでしょうか。 

 三つ目は、商店街の魅力をＳＮＳで発信し、

広い範囲の人々に、西条市の魅力を伝えること

です。インターネット上で商店街の代表者など

に直接質問できるサイトを開設し、店舗を構え

るときやイベントなどを行うときの相談などが

できるようにしてもいいのではないでしょうか。 

 ここまで述べた三つの提案について、実現の

可能性も含め、市の見解をお伺いいたします。 

 以上で、質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（越智美晴君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

 玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) それでは、私か

ら、三島泰生議員からの西条商店街の活性化に

ついての御質問のうち、イメージチェンジにつ

いてお答えをさせていただきたいと思います。 

西条商店街は、御案内のとおり、東町、紺屋

町、中央、栄町、栄町上組、登道の６つの商店

出席中学生議員 
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街によって形成をされております。 

 近年、西条商店街の訪問者数は減少が続いて

おりまして、平成１２年に大規模小売店舗立地

法という法律が施行されたことによる商店街周

辺への大規模な商業施設の進出、人口減少や少

子高齢化による商店街利用者の減少、各店舗の

後継者不足などの影響が商店街の活力低下につ

ながっていると、このように考えております。 

このような状況の下、本市では中心市街地活

性化基本計画を作りまして、平成２０年７月に

内閣総理大臣の認定を受けております。 

この計画では、にぎわいの創出と街中への居

住の推進を目指すとともに、商業の活性化を目

的とした商店街整備事業が重要な事業となって

おります。 

 この整備事業では、西条紺屋町商店街の組合

が中心となり、地産地消の食材をそろえた産直

市やさまざまなテナントが集まった施設、医療

施設及び住宅の整備を行いまして、平成２６年

３月に完成をいたしました。  

このように、紺屋町商店街におきましては、

店舗やアーケードの大規模改修などを行い、同

時に東町商店街においても、道路を広げたりア

ーケードを撤去する作業などを行ってきてござ

います。  

また、平成２７年度には、中央商店街が古く

なったアーケードの改修を行うなど、明るい雰

囲気の商店街となるよう、商店街の人たちがみ

ずから改修整備に取り組んできたところでもご

ざいます。 

更には、西条商店街まちづくり協議会などが

中心となり、平成２６年から平成２７年にかけ

て、空き店舗のシャッターを活用し、だんじり

絵巻を描くプロジェクトを実施するなど、商店

街のイメージアップになるような取組も進めて

きたところでもございます。  

市といたしましても、空き店舗の活用が進む

よう取り組み、明るい商店街に向けたイメージ

アップにつながるよう、引き続き商店街、空き

店舗の活用に利用できる補助金などの支援を続

けて参りたいと考えております。 

とりわけ、商店街の活性化をさせるためには、

土地所有者でありますそのかたが、生業に対す

る気概というようなことで求められると、この

ようにも思っておりまして、このことをベース

にがんばる市民をしっかり応援をしていきたい

と、この姿勢で行政として伴走して参りたいと

いうことをお約束させていただきたいと思いま

す。 

私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、産業経済部長

のほうから答弁をさせていただきます。 

 

○議長（越智美晴君） 田中産業経済部長。 

 

○産業経済部長（田中 剛君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、三島泰生議員御質問の

西条商店街の活性化についてのうち、若者の需

要を増やす取組についてと魅力発信等について

御答弁を申し上げます。 

まず、若者の需要を増やす取組についてでご

ざいます。 

 西条商店街では、若者のみならず多くの市民

の皆様に利用していただけるよう、各種イベン

トなどを自主的に行っています。 

毎月５日に開催されております五日市や土曜

夜市、紺屋町マーケット、銀座まつりなど、商

店街などが主体的にイベントを行っており、た
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くさんの市民が集い、中心市街地ににぎわいを

創り出しています。 

議員御質問の食べ歩きができるお店や勉強が

できる施設など、若者が集えるような施設の設

置につきましては、店舗の経営者自身が経営と

して採算が取れるかどうかを考えて行ってもら

うものと認識しております。  

しかし、商店街の店舗経営者らと意見交換を

行っていく中で、多くの店舗経営者が商店街の

現状に危機感を持っていることは市も認識して

おり、ＳＮＳ等を通じて商店街主催のイベント

情報の発信など、市といたしましてもできる限

りの支援を続けて参りたいと考えております。 

なお、西条北中学校の校区には、令和４年度

にオープンいたしましたＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥ

があり、２階のコワーキングスペースでは中学

生や高校生が勉強することも可能でありますの

で、そちらの施設もぜひ御活用いただきたいと

思います。 

次に、魅力発信等についてでございます。 

市が後援する商店街でのイベント情報の発信

や、商店街の周辺施設で市のイベント等を実施

する場合は積極的に商店街の参加を呼びかける

など、市民に対する商店街の魅力発信を市とし

ても実施しているところでございます。 

 議員から御質問いただいたとおり、直接相談

ができるサイトなどがあれば、外部のかたによ

る商店街を活用したイベントの実施や、そこで

実施されるイベントにより参加しやすくなるし

くみにつながる可能性があるものと考えられま

す。 

 いただいた御意見に関しましては、商店街関

係者にぜひ共有させていただきたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

 

○議長（越智美晴君） 次、東予東中学校、橋

田麻未君。 

 

○１５番（橋田麻未君）(登壇) 議席番号１５

番、東予東中学校３年、橋田麻未です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、小・中学校のトイレへの生理用

品の設置について質問いたします。 

 先日、友達と学校の不便なことについて話し

ていました。不便なことは何か聞いてみると、

たわいのない会話の中に、少し引っかかるもの

がありました。それは、学校のトイレに生理用

品が常備されていないことです。言われてみる

と、私も不便だと思ったことはあり、改善がで

きるのではないかと考えました。生理用品は生

活必需品です。インターネットで調べてみると、

県内の他の市では既に生理用品が常備されてい

るところも幾つかありました。私たちのまち、

西条市に住む小・中学生がより安心して学校生

活を送るために学校のトイレに生理用品を設置

してもよいのではないでしょうか。 

 昨年の７月から現在にかけて日本各地の公共

施設や小・中学校、防災備蓄として生理用品の

設置が進められています。特に、広島県では、

無料配布された生理用品の活用の割合が、愛媛

県の２４パーセントに比べ、その３倍以上にな

る７９パーセントと進んでいます。よりよい西

条、よりよい愛媛を作るためにもまずは県民、

市民全員が安心して暮らせるまちづくりを重視

することがたいせつだと考えます。設置をする

中で使い方が守れない人が出てくることも問題

点ではありますが、各学校で使い方について説

明を行い、みんなに気持ちよく使ってもらい、 
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安心して学校生活を送れるように設置の検討を

進めていただきたいです。 

生理用品を設置していただけることになった

際には、できるだけ児童・生徒が使用しやすい

環境を作り、生理に関する心配事を限りなくゼ

ロに近づけてほしいと思っています。こちらに

関しても可能なのか、併せてお伺いします。 

 また、生理用品の設置には、どのようなこと

が必要となってくるか。更に、課題点が出てき

た際にどのような対策を取るのか、併せてお伺

いします。 

 以上で、質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（越智美晴君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

 玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、橋田

麻未議員からの小・中学校のトイレへの生理用

品の設置についての御質問のうち、設置に対す

る考えについてお答えをさせていただきます。 

女子児童・生徒の生理への対応につきまして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、現在、市内全ての学校で保健室に生理用品

を常備しておりまして、児童・生徒がいつでも

取りに行ける状況となってございます。 

保健室に生理用品を取りに行った際には、生

理に限らず、心や体の不調などについて、養護

教諭や担任などが相談に応じ、心身のケアをし

たいと考えてございます。 

 生理用品は、さきほど議員も御指摘のように、

生活上必要なものであり、基本的には各家庭に

おいて準備をしておくものでありますけども、

緊急的な場合や忘れたときには、保健室に準備

をしているので、安心して利用していただきた

いと考えております。 

そういった中で、さきほど議員から御指摘が

ありましたように、学校によってそういう考え

があってもいいのかなということを、質問を聞

かせていただいて、そのように感じておりまし

た。 

 学校で、私が今申し上げたことについては、

一つの今のルールでございますけども、学校間

においてですね、じゅうぶんにそういうことの

ルールの徹底、あるいは今後の管理のしかた、

そういったことをですね、じゅうぶん協議をし

出席中学生議員 
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ていただく中で、それぞれの学校によって違っ

てもいいのかな、このようにも思った次第でご

ざいます。 

 いずれにしましても、これは教育委員会のほ

うにも投げ込みはしなくてはなりませんけども、

持ち帰ってしっかり受け止めて協議をして、お

答えを更に学校単位で考えていただくというこ

とを確認させていただき、私の答弁は以上でご

ざいます。 

その他の質問につきましては、教育指導監か

ら答弁をさせていただきます。 

以上です。 

 

○議長（越智美晴君） 黒河教育指導監。 

 

○教育指導監（黒河幸彦君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、橋田麻未議員の二つ目

の御質問、使用しやすい環境作りについて御答

弁申し上げます。 

児童・生徒が他人の目を気にせず使用しやす

いように、トイレの個室や多目的トイレに常備

する学校もあると聞いておりますが、市内の学

校ではまだトイレに常備する学校はほとんどな

い状況でございます。 

 昨年度、市内中学校において、モデル的に多

目的トイレでいつでも使用できるよう生理用品

を常備しましたところ、約１か月半の期間で１

０個程度の使用があり、そのうち正しく使用さ

れていない事例が１件ございました。 

学校のトイレに常備すると、誰でもいつでも

使用でき便利な反面、いたずらや持ち帰りなど

が心配されるとともに、安全で衛生的な生理用

品の管理方法の検討も必要であるとの報告があ

りました。 

続きまして、３点目の御質問、今後の課題及

び対策についてでございますが、生理用品の各

トイレへの設置につきましては、まず第一に、

衛生管理上、安全に使用できる状態で常備が可

能であるか、種類はどの程度必要か、補充は誰

がするのかなどの課題が多くあると考えており

ます。 

また、以前は、生理は恥ずかしいものと捉え、

特に男子生徒に知られたくないといった風潮も

ございましたが、今は、中学校の保健体育科の

授業で男子生徒も女性の生理について学習して

おり、男子生徒への理解も進んでいるものと認

識しております。 

このことから、保健室で安全に管理して、更

に、養護教諭等が児童・生徒の体調面を確認し

て生理用品を渡すことが現時点では最も良い方

法ではないかと考えておりますが、児童・生徒

への心配事や不安をできるだけ少なくしていく

ことは学校生活において重要であり、児童・生

徒からの声はたいせつにしたいと考えておりま

す。 

学校現場や児童・生徒からの意見を伺いなが

ら、ほんとうに困っている児童・生徒に安全に

届けることができるよう考えていきたいと思っ

ております。 

以上でございます。 

 

○議長（越智美晴君） ここまで、円滑な議事

進行に御協力をいただきありがとうございまし

た。 

 暫時、休憩いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後２時３５分休憩 
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午後２時５０分再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（新本里花君） 再開いたします。 

 私は、会議後半の議長を務めます西条東中学

校、新本里花です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よろしくお願いします。 

 次、東予西中学校、徳増莉子君。 

 

○１６番（徳増莉子君）(登壇) 議席番号１６

番、東予西中学校３年、徳増莉子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、福祉施策について質問いたしま

す。 

 私たちが暮らす西条市は、令和６年３月末現

在の人口は約１０万人で、約５万世帯が暮らし

ています。そのうち、約３万５，０００人、約

２万世帯が６５歳以上であり、高齢者率は３３．

４パーセントとなっています。三人に一人が高

齢者という急速に高齢化が進んでいる市です。 

 そこで、まず、一つ目の質問として、高齢者

の社会参加への支援についてお伺いします。 

現在、定年退職後の高齢者における就職ニー

ズが多様化しています。働くことや誰かを支え

ることを生きがいにしている人も多いと思いま

す。私は、高齢者の社会参加への支援を積極的

に行うことが、地域を活性化することにつなが

ると思います。 

 西条市では、高齢者の社会参加への支援とし

て、どのようなことを行っているのか。また、

それによりどのような成果が出ているのかお伺

いします。 

 二つ目に介護従事者への支援についてです。 

 高齢化が進んでいる現代において、介護業界

の人手不足は深刻な問題です。厚生労働省の調

査では、２０２５年に３３万７，０００人の介

護人材不足が起きると言われています。介護職

は将来性が高い職業とされていて、需要も年々

上昇していくと思います。 

 ですが、介護職はほかの職業と比較して平均

の給与が低く、身体的にも人を頻繁に抱きかか

えたり運んだりするので、負担が大きくかかっ

てしまうなど、さまざまなデメリットもありま

す。これからの介護人材を増やし、誰かを支え

ることがやりがいという人のためにも、さまざ

まな支援をしていくべきだと思います。 

 そこで、西条市では現在、介護従事者に対し

てどのような支援を行っているか。また、介護

職を目指す人を増やすために今後、西条市とし

てどのような取組を行っていくのか、お伺いし

ます。 

 以上で、質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（新本里花君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、徳増 
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莉子議員からの御質問、福祉施策についての御

質問のうち、高齢者の社会参加への支援につい

てお答えさせていただきます。 

議員御指摘のように、西条市の老年人口は２

０２５年の３万５，４９８人をピークに横ばい

になると、このように推計されております。 

年齢階層別の老年人口は、年齢別にピークを

迎える時期が異なりまして、６５歳から７４歳

人口のピークは２０２０年で１万６，５６８人

でございました。 

人生８０年時代から人生１００年時代へとい

うような形で移り変わっていると、このように

思ってございます。 

そのような背景がある中、本市では、健やか

に生き生きと暮らせる福祉のまちづくりに向け

て、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し、

人生を全うすることができる地域社会を目指し、

高齢者の活躍が進むように取り組んで参りまし

た。 

徳増議員もおっしゃられたように、高齢化が

進む中で、高齢者が仕事に就くことを通じて社

会参加を行うことは地域の活性化において重要

なことでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、人手不足の業界におきましては、シニ

ア世代が貴重な戦力にもなりうると、このよう

に思ってございます。 

 公の場合、福祉の側面から見ますと、本市で

は、高齢者就業機会確保事業として、シルバー

人材センターへの支援を積極的に行っていると

ころでもございます。 

また、高齢者団体支援事業といたしまして、

地域の中で健康、友愛、奉仕の活動に取り組む

老人クラブ、シニアクラブと呼んでおりますけ

ども、このクラブへの活動支援を行っておりま

す。加えて、生きがい作りにもつながるという

ことでは、社会福祉協議会が行いますぬくもり

ボランティアを支援し、ボランティア活動の推

進、このことも図っているところでございます。 

次に、成果についてのお尋ねでございます。 

本市からシルバー人材センターへ仕事をお願

いするだけではなく、特に短時間や簡単な作業

で対応できる仕事などは、民間会社にもシルバ

ー人材センターを活用してもらえるよう積極的

に周知をさせていただいてございます。 

 令和５年度の市や民間会社とシルバー人材セ

ンターとの仕事の契約額は約３億６，０００万

出席中学生議員 
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円で、令和４年度に比べ約２，０００万円ほど

増えてございます。 

また、シルバー人材センターの会員登録数で

すけども、令和４年度末の７７０人から微増で

はございますが、令和５年度末には７９０人と

増加しておりまして、近年は契約額と登録会員

数ともに右肩上がりに増加をしている状況でご

ざいます。 

このように、シルバー人材センターを支援す

ることによりまして、高齢者が仕事に就く率を

上げて社会参加の機会を増やし、地域の活性化

につなげていきたいと考えております。 

 また、シニアクラブにおきましては、会員の

健康作り活動だけでなく、地域の子どもたちを

対象とした、おたのもさん、しめ縄教室やとう

どうさんの開催、高齢者世帯への訪問、公共施

設や道路の清掃、美化、緑化活動や花作りを行

っておりまして、地域の活性化に貢献している

と考えてございます。 

 毎年秋にシニアクラブと本市の共催で老人福

祉大会を開催し、長年シニアクラブで活動し、

地域福祉の向上に尽力したクラブ員の表彰を行

うことで、活発な活動につながるよう取り組ん

でもおります。 

いずれにしましても、人口減少が進んでいく

中で、このシニア世代の活躍ということを行政

としてもバックアップをしながら、人口が減少

しても地域活力を維持していくためには、活動

人口という地域の中で活動する人を増やしてい

くことが、この西条市の活力維持につながって

いくものと、このように思っておりますので、

シニア世代も中心に、こういった福祉の面から、

あるいは労働の面からというようなことでサポ

ートをしていくことをお約束させていただきた

いと思います。 

 私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、福祉部長から

答弁をさせていただきます。 

 

○議長（新本里花君） 柏木福祉部長。 

 

○福祉部長（柏木潤弥君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、（２）介護従事者への支

援について答弁させていただきます。 

まず、現状についてですが、議員もおっしゃ

られたように、全国的、とりわけ地方における 

人口減少の中、さまざまな業種において人手不

足が見られ、介護事業者においても同じ状況で

あると認識しております。 

 そうした中、現状においては、市が直接、介

護事業者やその職員に対しての運営費用や給与

の補助などの支援は行ってはおりませんが、介

護事業所のケアマネジャーが仕事をしやすいよ

うに、ケアマネジャーであります介護支援専門

員連絡会を市主催で年５回程度実施しておりま

す。 

そのほかに、事例検討会を行い、ケアマネジ

ャーのケアプランの作成などの活動の支援を行

っております。 

 また、介護職希望者が介護の仕事に就くため

の支援や介護事業者の人材の確保のために、愛

媛県が行っております介護雇用プログラムを介

護事業者へ周知しております。 

この介護プロプログラムは、テレビＣＭでも

やっておりますので、御覧になったことがある

かと思います。このプログラムは、介護資格を

持つ人材の確保に向けて、就職活動を行ってい

るかたを県が雇用し、人手不足の介護事業所に
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派遣、その後、介護施設や事業所で働きながら、

その人に介護資格を持つために必要な研修を受

けてもらうものであります。 

イの介護従事者を増やすための取組について

でございます。 

介護人材の確保や働きやすさの改善のために

は、介護事業者において健全な財政運営がなさ

れていなければなりません。 

そして、介護費用として介護事業者に支払わ

れる介護報酬が適切に設定されている必要があ

ります。 

介護報酬の改定は、国において、およそ３年

に１回行われますが、近年では、介護職の積極

的な働きやすさや職場環境の改善のため、毎年

のように行われております。 

その際は、介護サービスの種類ごとに平均的

な費用を考えて決定することとなっております。 

そのため、市では、介護職のかたの仕事の内

容や量についての現状把握に努め、それらが介

護報酬に適切に反映されるよう、国、県へ要望

を行っております。 

今後もこの要望をしていくとともに、国・県

と情報共有をしていきたいと考えております。 

なお、本市の取組としましては、介護職への

就職を後押しするために、高校生や大学生向け

の就職フェアへのマッチングに向けて、介護事

業者に対する積極的な案内を行っております。 

そのほか、本市が運営します、まちＰＲサイ

トのＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯお仕事図鑑などで介

護職のすばらしさやその働きがいを伝える情報

発信をしております。 

 今後も、地域の介護事業者やそこで働く介護

職のかたがたは必要であり、皆さんが今後、就

職する時期が来たときに西条市で働きたい、介

護職に就きたいと思えるような介護事業が展開

されるよう努めて参りたいと考えております。 

以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 次、河北中学校、山浦

亜夢君。 

 

○２１番（山浦亜夢君）(登壇) 議席番号２１

番、河北中学校３年、山浦亜夢です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、通学路の安全対策について質問

いたします。 

 一つ目は、皆様もご存じのように、先日、河

北中学校校区内の三芳公民館の市道楠浜北条線

が延伸され、一部供用開始されました。供用が

開始したことにより、車の交通量が格段に増え

たと実感しています。現在は、横断歩道や標識

などが設置されていますが、開通後は利用する

人も多く、伊予三芳駅につながる一般県道徳能

伊予三芳停車場線が一時停止となり、混乱して

いる車をよく見かけます。その混乱を避けるた

め、また、大きな交通事故を防ぐためにも、信

号機の設置を強く求めますが、地元警察署とは

どのような協議が行われているのでしょうか、

教えてください。 

 二つ目は、カーブミラーの維持管理について

です。私たちの住んでいる地域のカーブミラー

の多くが雲ったり、汚れたりしていて見づらい

です。本来のカーブミラーの役目を果たしてお

らず、交通事故にもなりかねません。 

 ニュースでも報道されていたように、新居浜

市では、カーブミラーによる事故が発生しまし

た。西条市でも、このまま放置しておくと、劣

化や破損が進行し、同じような痛ましい事故が

発生する可能性が高くなると考えます。西条市 
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内では、通学路を対象とした緊急点検が行われ

ましたが、そこで撤去や修繕が必要なカーブミ

ラーが１００基以上あると聞き、とても驚きま

した。通学路だけでなく、校区内に設置されて

いるカーブミラーの早急な点検を行い、危険と

判断されたカーブミラーについては、撤去又は

修繕を強く求めます。そこで、カーブミラーの

維持管理に関し、点検状況や今後の対応につい

て教えてください。 

 三つ目は、道路の補修についてです。具体的

な例を挙げると、楠河小学校校区内やコスモ石

油三芳ＳＳ付近のアスファルトです。コスモ石

油三芳ＳＳ付近では、実際に自転車に乗ってい

る時、アスファルトの段差にはまり転倒したこ

とがありました。擦り傷程度のけがで済みまし

たが、とても痛い思いをしました。ふだん私た

ちが通行している道路は、小・中学生の通学路、

地域の高齢者のかたがたの散歩道になっていま

す。私だけでなく、転倒してしまう人がいても

おかしくありません。もし、転倒してしまうと、

細い道路のため、溝に落ちたり、車と接触して

しまったりする可能性があるので、二次被害が

予測されます。これらのことから、道路のアス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファルトの段差になっている箇所の補修を求め

ますが、市のお考えをお聞かせください。全て

の段差をなくすことは難しいかもしれませんが、

私たちの命は一つしかありません。そのかけが

えのない命を守るために、どうかよろしくお願

いいたします。 

 以上で、質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（新本里花君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、山浦

亜夢議員からの通学路の安全対策についての御

質問のうち、危険な交差点への信号機設置につ

いてをお答えさせていただきます。 

冒頭ありました、皆さんが学校の中で、ある

いは登下校の途中に事故に遭ってはなりません。 

そのことは、我々行政、教育委員会あるいは学

校関係者含めてですね、皆様の学校っていうと

ころは安全で安心な場所でなくてはならないと、

このように考えております。 

傍聴席（３４席）は全て学校関係者に開放 
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これは登下校時も同じことだと、このように

思っておりますので、そういったことを含めて

答弁をさせていただきたいと、このように思い

ます。 

令和６年３月２７日に市道楠浜北条線の一部

供用を開始いたしまして通行できるようになっ

たため、これまで３差路であった交差点が御案

内のとおり４差路のように変更になりまして、

山浦議員もおっしゃられたように、交通量も増

加をしているという状況でございます。 

このことは、私も現場のほうへ足を運んで確

認をしてございます。 

この一部供用開始によりまして、市道側が優

先道路に変更され、県道側が一時停止をするこ

とになったため、道路利用者の混乱を生じてい

るものと、このように認識をしてございます。 

 この路線のように、新しいバイパス道路を整

備する場合、設計段階から安全な道路となるよ

うさまざまな検討を行ってございます。 

また、信号機につきましては、警察が設置す

る施設であるため、これまで何度も警察と協議

を行って参りました。 

しかしながら、令和６年３月の一部供用開始

の時点におきましては、進捗状況が半分という

ところで、半分が完成した状況で、まだ交通量

も少ないとの判断から信号機は設置されていな

い状況にございます。 

令和９年３月末に予定をされております市道

楠浜北条線の全線供用開始時におきましては、

警察も交通量が大幅に増加すると、このように

予測をしておりまして、その時にあらためて信

号機の設置を検討するとの、こういう内容でご

ざいました。 

 このため、信号機がなくても安全性が確保で

きるよう、警察と現地での立会を重ねながら、

一部供用開始前までに道路利用者から見て分か

りやすい注意喚起看板を追加で設置をしている

ところでございます。 

更に、一部供用開始後には、ＪＲをまたぐこ

線橋側から下ってくる車両に対しまして、速度

を落として走るように注意を促す旗振りを数日

にわたって何度も実施をしているところでござ

います。 

しかしながら、令和６年５月７日に本交差点

内で車同士の衝突事故が発生をしたため、更な

る追加の安全対策として、交差点内等に交通安

全運動実施中の横断幕や交差点注意の看板の設

置を６月７日に設置したところでございます。 

 引き続き、信号機が設置されるまでの間、警

察におきましては、一時停止の取り締まり強化

や、朝の通学、通勤時間帯に交差点へ立つなど

注意喚起を継続して行い、本市といたしまして

は、交通量調査や事故発生などの推移も見なが

ら、適切なタイミングで最適な安全対策を実施

して参りたいと考えております。 

 したがいまして、全線開通までにというよう

なところで、皆様の声をしっかり受け止めなが

ら、警察とも協議を引き続き重ねて参ることを

お約束させていただきたいと、このように思い

ます。 

私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、建設部長から

答弁をさせていただきます。 

 

○議長（新本里花君） 松田建設部長。 

 

○建設部長（松田 敏君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、山浦亜夢議員御質問の
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（２）カーブミラーの維持管理についてお答え

を申し上げます。 

令和６年５月５日に発生した新居浜市でのカ

ーブミラー転倒事故を受けまして、本市におき

ましても、通学路に設置されている全てのカー

ブミラーの緊急点検を行いました。 

 その結果、適当ではないと判断されたものは

１０６基ございまして、これらにつきましては、

現在、撤去や修繕の途中であり、来年３月末ま

でに作業を完了する予定であります。 

今後は、通学路以外の市道や生活道に設置さ

れているカーブミラーにつきましても引き続き

点検を行っていく予定でありまして、日常の道

路パトロール時において異常があったカーブミ

ラーにつきましては、その都度点検や修繕を行

って参りたいと考えております。 

 なお、本市では西条市道路・公園等異常通報

システムを導入しておりまして、スマートフォ

ンなどから撮影した写真でカーブミラーの異常

を通報することもできるため、ぜひ皆さんの御

協力をお願いいたします。 

続きまして、（３）道路の補修についてお答え

を申し上げます。 

 議員もおっしゃられましたように、市道三芳

六軒家線沿いのコスモ石油三芳サービスステー

ション付近におきましては、道路の両側にある

蓋つきの側溝と路面との間に年数がたったこと

により生じる経年劣化による段差が約２センチ

メートルから３センチメートルあることを確認

しております。 

今後、自転車で転倒のおそれのある段差が見

られる箇所につきましては、順に補修を進めて

参りたいと考えております。 

 次に、市道小向線の舗装につきましては、横

を流れる小向川の水位が上昇することで道路下

の土が吸い出されて舗装が沈んでしまう、沈下

やひび割れなどによる段差が生じていることを

確認しております。 

今年度中に三芳公園付近の舗装補修を予定し

ておりますが、緊急的な穴埋めが必要な箇所に

つきましては、簡易補修材で応急的な補修を行

ったところでございます。 

今後も、各校区の道路における舗装の劣化状

況を比較しながら、傷みの激しいところから順

に舗装補修を行って参りたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 次、丹原東中学校、福

田くらら君。 

 

○２２番（福田くらら君）(登壇) 議席番号２

２番、丹原東中学校３年、福田くららです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、丹原町の活性化とまちづくりに

ついて質問いたします。 

 私たちが住む丹原町は、豊かな自然に囲まれ

美しい風景と穏やかな環境が広がっています。

果物の生産も盛んで、特に、柿やみかんが名産

品として知られています。 

私たちは、丹原をより魅力のある場所にした

いという思いがあります。しかし、コロナ禍の

影響もあり、丹原町の活気がなくなっているよ

うにも感じます。 

 丹原町の夏の風物詩であった丹原七夕夏まつ

りが約６年前に幕を閉じました。丹原七夕夏ま

つりがなくなった現在では、商店街のにぎわい

が以前と比べてなくなってきていると肌で感じ

ます。商店街の店は閉まっているところも増え

て、住宅地に変わっているところもあります。 
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そういった現状を踏まえ、丹原七夕夏まつり

を再開させていただきたいです。また、商店街

を中心としたイベントなどを行っていただき、

活気を取り戻していってほしいです。 

そこで、丹原町や商店街の活性化に向け、現

在、どのような取組がなされているのでしょう

か。また、丹原七夕夏まつりが再開される可能

性はあるのでしょうか、お聞かせください。 

 続いて、丹原町には、空き家や空き地、耕作

されず放置されている土地、荒れている畑など

が多く見られます。そのような建物や土地など

をどうにか有効活用して、地域の新しい魅力の

ある場所としてほしいです。 

 例えば、空き家は、若者やクリエイター向け

のシェアハウスやコワーキングスペースとして

利用ができます。畑などはコミュニティガーデ

ンとして地元住民が共同で作物を作れる場所と

することができます。 

また、学校と連携して、子どもたちが実際に

野菜や果物を作り体験することができる場所に

もすることができます。 

私たちは、丹原町をより魅力のある場所にし

ていきたいです。 

そこで、空き家や空き地などを有効活用する

考えについてお聞かせください。 

 以上で、質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（新本里花君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、福田

くらら議員からの丹原町の活性化とまちづくり

についての御質問のうち、活性化に向けた取組

についてお答えをさせていただきます。 

丹原町におきましては、丹原サービスセンタ

ー、元丹原町役場の南側エリアに商店街があり

まして、町の商業機能やにぎわいを創り出す中

心地となって参りました。 

また、地元の商店街が丹原町商店連盟を設立

し、議員がお生まれになった平成２１年頃には

約４０の事業所が加盟をしてございました。 

しかしながら、人口減少や店舗経営者の高齢

化等によりまして、近年では店舗数が半減し、

令和６年３月をもって丹原町商店連盟が解散す

るなど、商店街の各店舗を取り巻く環境はます

ます厳しい状況にあると、このように認識をし

てございます。 

 現在、本市といたしましては、商店街の店舗

経営者らによります主体的な活動が重要である

との認識の下、商店街の活性化を目的としたイ

ベントや空き店舗を活用する事業者に対しまし

て補助金を通じた支援を実施しております。 

このほかにも、丹原町にはクラウドファンデ

ィングなどの手法を用いながら、地域資源を活

用し、意欲的に魅力発信につながる活動を行っ

ている団体もございまして、本市としても、そ

のような自主的な取組により地域の活性化に期

待をしているところでございます。 

もう丹原の七夕まつりというのは、ほんとに

地域の祭りとして重要な位置付けでございまし

た。 

 このことは、私が就任をして中止になったわ

けでありますけども、やはりここで求められる

のはプレイヤーであります。主体的に取り組ん

でいくっていう主体的な団体がどうしても必要

だと、このようにも思うわけであります。 

そういった中で、商店街、商店主、商工会の

青年部の皆さんが、子どもたち、自分たちが子

どもたちのときに楽しんだその祭りをなんとか

違う形で経験をさせたい、体験をさせたい、そ

んな思いから、七夕夜市という名前で、１日限

りになりましたけども、そのイベントが開催を

されてございます。そこをですね、丹原高等学

校の生徒が全面的にボランティアで参加をした

りというようなことになってございます。 

そういった形で、プレイヤーがものすごくた 
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いせつなところになりますので、時代を担う皆

様がたも次の代のプレイヤーとしてがんばって

いただくことを期待を申し上げたいと思います。 

私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、産業経済部長、 

建設部長から答弁をさせます。 

 

○議長（新本里花君） 田中産業経済部長。 

 

○産業経済部長（田中 剛君）(登壇) それで

は、私からは、福田くらら議員御質問の丹原町

の活性化とまちづくりについてのうち、丹原七

夕夏まつりを再開する考えについて御答弁申し

上げます。 

丹原七夕夏まつりは、昭和５６年から平成３

０年まで計３８回開催され、丹原町商店街の夏

の風物詩として親しまれたイベントであり、平

成１０年頃には、商店街の各店舗などが工夫を

凝らした笹飾りを１００本近く並べ、町内外の

多くの来場者でにぎわっていました。 

しかしながら、店舗経営者の高齢化や後継者

不足により、会場の準備や当日の運営に携わる

人員の確保ができず、毎年多数の市職員の応援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により運営が成り立つ状態であり、最後の開

催となりました平成３０年には笹飾りが１９本

にまで減少していました。 

 これらの理由によりまして、同まつりを主催

する丹原七夕夏まつり実行委員会では、まつり

を継続したい思いはあるものの、全ての面で開

催することが限界に来ているという結論が出さ

れ、平成３０年が最後の開催となったものであ

り、本市といたしましては、以前のような商店

街での七夕夏まつりの再開は難しいものと認識

しております。 

そうした中で、今の子どもたちにも七夕夏ま

つりを味わってもらいたいとの地域のかたがた

の思いに共感した地元の若者が中心となり、令

和元年には丹原小学校で丹原七夕夜市が開催さ

れ、また、コロナ禍を経て、令和５年には、丹

原高校生が中心となって企画運営を行い、丹原

総合公園に４，０００人以上が来場するなど、

形を変えながら時代に合ったイベントが開催さ

れております。 

本年についても、８月８日に丹原小学校にお

いて丹原七夕夜市や５年ぶりに盆踊り大会も実

施されるとのことであり、地域のにぎわいにつ

出席理事者 
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ながるものと期待をしているところでございま

す。 

このような地域の自発的な取組に対しまして、

本市といたしましては、継続的に補助金などに

よる支援や情報発信への協力を行っていくこと

としておりますが、人口減少や少子高齢化など

の影響により、今後は地域の活動が縮小傾向と

なることが見込まれることから、次代を担う中

学生、高校生にはともにアイデアを出し合い、

生まれ育った地域の活性化に向けた取組に積極

的に関わっていただくことを期待しております。 

以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 松田建設部長。 

 

○建設部長（松田 敏君）(登壇) それでは、

私からは、福田くらら議員御質問の（３）空き

家や空き地を活用する考えについてお答えを申

し上げます。 

本市におきましても、全国的な傾向と同様に、

市内の空き家や空き地などは年々増加傾向にご

ざいます。 

これまでの取組といたしましては、老朽化し

て倒壊などの危険性が高い空き家について、解

体費用の一部を補助したり、空き家を適正に管

理したりするため、シルバー人材センターによ

る空き家等管理代行サービスを行ってきたとこ

ろでございます。 

また、所有者などから空き家を売りたい、貸

したいとの申し出があった場合には、移住者な

どに住居として紹介する空き家バンク制度も行

っております。 

丹原地区におきましては、県外からの移住者

が空き家バンク制度で住宅を購入した際、西条

市移住者住宅改修支援事業費補助金を活用し、

住宅改修を行っております。 

その後、写真館や整体院を始めた事例があり

ますことから、空き家バンク制度は空き家を有

効活用する手段の一つであるものと考えており

ます。 

なお、議員から御提案いただきましたとおり、

空き家のシェアハウスやコワーキングスペース

としての利活用につきましては、民間での活用

事例もありますことから、動向を注視して参り

たいと考えております。 

他方、農地につきましては、丹原地区は、緩

やかな扇状地に約３００ヘクタールの果樹園が

広がるなど、本市でも有数の農業地域でありま

すが、議員もおっしゃられたように、近年は耕

作放棄地が著しく増加しております。 

 こうした中、本市は、耕作放棄地を解消して

実際に農業を営むかたを対象に、解消経費の一

部を補助する耕作放棄地再生支援事業、以下、

本事業と言います、を実施しておりまして、平

成１９年度に事業を開始してから１７年間で、

丹原地区において約１６ヘクタールの耕作放棄

地が解消されております。 

 丹原地域の活性化を目指し設立された団体に

おきましては、本事業を活用して、耕作放棄地

を観光資源としても活用できるひまわり畑に転

換しておりまして、採取したひまわり油でドー

ナツなどを商品化するなど、農業と観光と商業

を掛け合わせまして、地域内で新たな経済循環

のしくみ作りを目指しているところでございま

す。 

 また、同じく丹原地域で活動している法人に

おきましては、本事業を活用するだけではなく、

独自でも耕作放棄地を再生し、既存の農地と合

わせて約２０ヘクタールの大規模なキウイフル

ーツ産地を形成して経営を行っております。 

議員に御提案いただきました、耕作放棄地に

おける地元住民が共同で作物を栽培するコミュ

ニティガーデンや学校と連携した体験農園につ

きましては、貴重な御意見として今後の参考に

させていただきたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 次、丹原西中学校、横
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山妃桜君。 

 

○２７番（横山妃桜君）(登壇) 議席番号２７

番、丹原西中学校三年、横山妃桜です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、道路の整備についてと公共交通

について、質問いたします。 

 まず、道路の整備についてです。 

 先日、私たちは住みよいまちについての話し

合いを行いました。そこで、私たちの住んでい

る地域では、道路に関する整備がじゅうぶんで

はない場所があるのではないかという意見が出

ました。 

 そこで、一つ目として、西条市内の街灯整備

についてお伺いします。 

 私たちは、毎日、自転車で登下校をしていま

すが、部活動などで下校時間が遅くなったとき

に、通学路に街灯がなく、事故に遭いやすいと

感じることが多くありました。 

特に、冬は周りが暗く、日が落ちるのも早い

です。それに対して、西条市内の人口が多い場

所では街灯が多く、夕方の暗い時間帯でも、周

りが明るく、安全に下校することができます。 

そこで、私たちの住む丹原町などの街灯が少

ない地域にも、安全に登下校ができるよう、街

灯を増やしていただくことはできないでしょう

か。この点について教えてください。 

 次に、二つ目として、通学路などの道路整備

についてです。 

 さきほど河北中学校の質問にもありましたが、

私たちの地区でも課題となっていますので、内

容が一部重なる点もありますが、質問させてい

ただきます。 

 私たちがふだん登下校に使用している石経付

近の道路では、一部で道幅がとても狭くなって

います。そのため、自転車に乗っているときな

ど、前から歩いてきている人とぶつかりそうに

なることや、こけそうになることがあります。

ほかにも、中学校付近の水路や田畑の隣の道で

は、ガードレールがないところが多く、溝や水

路に落ちそうになることがあり、自転車に乗っ

ている人や、小学生など小さな子どもにとって

危険に感じます。 

そのため、安全に道路を利用できる最低限の

整備が必要だと思います。現在、どのように道

路整備の計画を進めているのでしょうか。その

点について教えてください。 

 次に、大きくは２点目として、バスをはじめ

とする公共交通についてです。 

 私たちの暮らす地域では、バスの減便が急速

に進んでいます。そのため、免許を返納した高

齢者のかたがたや未成年などの車を運転できな

い人たちにとっては、通学をはじめ生活に欠か

せない交通手段が減り、困っています。 

また、バスの運休のおそれがあると聞き、今

後、私たちの交通手段が減ってしまい、遠くへ

の移動が難しくなるのではないと危惧していま

す。 

遠距離の移動が困難な人たちのためにも、バ

スの運行を継続することはできないでしょうか。

バス路線の現状や代替交通、更に、今後の取組

について教えてください。 

 以上で質問を終わります。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（新本里花君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

玉井市長。 
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○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、横山

議員からの道路の整備についての御質問のうち、

街灯の整備についての御質問にお答えをさせて

いただきます。 

一般的に街灯は、道路管理者が設置する街路

灯と自治体等が設置する防犯灯、この２種類が

ございます。 

 道路管理者が設置する街路灯につきましては、

道路照明施設の設置基準や西条市の街路灯設置

規則に基づいて設置を行っているところでござ

います。 

これらの基準などに当てはまる丹原西中学校

付近で街路灯が必要な橋や交差点におきまして

は、既に街路灯は設置をされている状況と、こ

のように思ってございます。 

 しかしながら、道路照明施設の設置基準にお

きまして、局部照明を必要とする特別な状況に

ある場所については必要に応じて照明施設を設

置するのがよいとされておりまして、特別に設

置することができることから、 今回のこの御質

問を踏まえまして、夜間の現地の状況などをじ

ゅうぶんに調査した上で、街路灯の設置につい

て検討して参りたいと考えております。 

いずれにしましても、さきほどから申し上げ

ておりますように、学校施設内にあって、ある

いは登下校にあってということで、皆さんに災

害があってはなりません。そういったことで、

こういったところの部分をしっかりケアをしな

がら対応していくこと、お約束させていただき

たいと思います。 

 私からは以上でございます。 

その他の答弁につきましては、建設部長、市

民生活部長から答弁をさせていただきます。 

 

○議長（新本里花君） 松田建設部長。 

 

○建設部長（松田 敏君）(登壇) それでは、

私からは、横山妃桜議員御質問の１点目、道路

の整備についてのうち、（２）通学路などの道路

整備についてお答えを申し上げます。 

道路の路肩などにあるガードレールやガード

パイプなどの転落防止のための柵につきまして

は、国の設計に基づいて設置を検討しておりま

す。 

具体的には、道路面と道路の横にある水路の

底までの高さが約１．０メートル以上あり、か

つ、転落した場合に危険である区間を対象に設

置しております。 

 また、高さが１．０メートル未満でありまし

ても、 道路の端が危険で転落を防止する必要が

あると判断される場合は、夜間に自転車ライト

を反射する視線誘導標などを設置し、注意する

ように促しております。 

丹原西中学校付近で同じような箇所がありま

したら、夜間の現地の状況などもじゅうぶんに

調査いたしました上で、設置について検討して

参りたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 越野市民生活部長。 

 

○市民生活部長（越野美智子君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、横山妃桜議員御質問の

２点目、公共交通について御答弁申し上げます。 

まず、バス路線の現状についてでございます。 

全国的に自家用車の普及などの社会環境の変

化により、バス路線の利用者数は長期的に減少

傾向となっており、路線の廃止や縮小などの見
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直しが行われております。 

 本市で運行するバス路線につきましても、利

用者数は減少傾向にあり、運賃収入が減ったこ

とによる赤字などについては市が負担してきま

したが、 収入が増える見込みがなく、維持が困

難なバス路線については、令和８年３月末まで

に廃止を含めた路線の再編を行うこととしてお

ります。 

せとうち周桑バス株式会社が運行する５路線

につきましては、令和５年９月末に廃止した保

井野線を含む湯谷口線、関屋線の３路線を廃止

することとなっております。 

 また、それと併せて、利用が少ないバス路線

について、運行ルートをより利用が見込まれる

ように見直したり、新設したりすることにより、

３路線に再編することとしております。 

運行ルートを見直す路線は、本年１０月１日

に三芳地区と壬生川地区間を運行する新三芳線、 

令和７年１０月１日にせとうち周桑バスの周桑

営業所と湯谷口バス停間を運行する壬生川線で

あります。 

 また、同時に新たな路線である東予、丹原、

小松地域を運行する西部循環線は、主にＪＲ壬

生川駅、 丹原サービスセンター、小松サービス

センター周辺を運行する予定であります。 

なお、新三芳線と西部循環線の名称につきま

しては、現在は仮称となっております。 

 次に、代替交通についてでございます。 

バス路線の廃止や見直しなどに伴う交通の空

白地域をなくすことや、より移動しやすくする

ための方法として、自宅などから地域内の希望

する商業施設や医療機関までを移動することが

できる予約制乗り合いタクシーであります、よ

りそいタクシーの導入を進めているところです。 

 具体的には、東予地域・黒谷地区への導入、

現在の丹原地域よりそいタクシーを丹原地域と

桜樹地区に再編、小松地域への導入を予定して

おります。 

最後に、今後の取組についてでございます。 

 バス路線は、市民の皆さんが日頃からバスを

利用することにより存続できることから、バス

の更なる利用についてバス事業者に啓発しても

らうとともに、利用者や市民のかたのニーズに

応じた運行内容などの改善を行っていくことと

しております。 

公共交通は、高齢者や学生などの暮らしを支

える大切な移動手段であり、これからも存続で

きるように努めて参りたいと考えております。 

以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 松田建設部長。 

 

○建設部長（松田 敏君）(登壇) １箇所訂正

をお願いいたします。 

 （２）通学路などの道路整備についてのとこ

ろで、国の設計に基づいて設置を検討しており

ますと申し上げましたが、正しくは、 国の設計

便覧の基準に基づいて設置を検討しております

が正しい内容でございますので、おわびして訂

正をいたします。 

 

○議長（新本里花君） 次、小松中学校、眞鍋

光祐君。 

 

○２８番（眞鍋光祐君）(登壇) 議席番号２８

番、小松中学校３年、眞鍋光祐です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通告に従い、環境問題に対する西条市の取組

について質問いたします。 
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 私たちが生まれ育ち、豊かな水と自然に恵ま

れた西条市では、細かい分別をしなくてもごみ

を捨てることができます。他の市に住む人とは

違い、家にたくさんの種類のごみ箱を用意する

必要もありません。私たちがこういった細かな

分別をしなくてよいのは、高い火力でごみを燃

やすことができる西条市の焼却施設のおかげだ

という話を聞いたことがあります。 

 また、職場体験学習で東部一般廃棄物最終処

分場を見学に行った友人は「家庭から出る瓦や

コンクリートくずなどを処分できるこの最終処

分場は、まだまだ余裕がある」と言っていまし

たが、余裕があるからと言って、たくさんのご

みを出してよいとは思いません。 

 西条市が、愛媛県下２０市町の中でワースト

４、最下位から４番目になっているものは何か、

ご存じでしょうか。リサイクル率です。紙ごみ

やプラスチックのカップなど、他の市では分別

してリサイクルしているものも、私たちは燃え

るごみとして捨てています。私たちは、ごみの

分別やリサイクルの促進を通して、そもそもご

みの削減をすべきではないかと考えます。西条

市は他市に比べ細かな分別がなく、ごみを出し

やすいまちかもしれません。しかし、長期的に

見て、適切な資源の節約やごみの削減をしてい

かなければならないと思います。 

 きれいな西条市が誰かのごみ箱になることは、

決してあってはならないことだと考えます。し

かし、海や川、道路の植え込みに捨てられたご

みをよく見かけ、私たちの住む西条市が誰かの

ごみ箱になってしまっているのではないかと感

じられることがあります。そうならないために

も、ポイ捨てを防ぐ必要があるのではないでし

ょうか。ポイ捨てを防ぐということは、いかに

ポイ捨てしにくい環境を作れるかということで

あり、西条市民一人一人のごみやポイ捨てに対

する意識改革が必要です。学校内、職場内、西

条市内でのごみを減らすこと。リサイクルを促

進し、資源の節約をすること。落ちているごみ

を見て見ぬふりをせず拾うこと。小さなことで

も、西条市全体で取り組めば大きな成果を上げ

られるのではないでしょうか。 

 昨年度から、ごみ袋の有料化などごみ削減に

向けた取組が始まっていますが、ごみ削減やリ

サイクルの促進に向けて、これから西条市とし

てどのような取組をしていくのでしょうか。ま

た、西条市の豊かな自然やうちぬき水をごみの

ポイ捨てによる環境汚染から守るために、どの

ような取組をしていくのでしょうか。 

 以上、２点について、教えていただきたいと

思います。 

 御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（新本里花君） それでは、理事者の答

弁を求めます。 

玉井市長。 

 

○市長（玉井敏久君）(登壇) 私からは、眞鍋

光祐議員からの環境問題に対する西条市の取組

についての御質問のうち、ごみの削減とリサイ

クルについてお答えをさせていただきます。 

ほんとうにすばらしい発表だと、そういう考

え方を持っていただくことが非常にこれからの

西条というところでたいせつかなと思って、力

強く心強く思いました。 

本市のごみの状況でございますけども、眞鍋

議員がおっしゃったように、令和４年度、環境

省が取りまとめた一般廃棄物処理実態調査（生

活系ごみ）によりますと、一人が１日に出すご

みの量は、全国平均６２０グラム、県内平均６

４３グラムと比較すると、西条市は７３１グラ

ムと、このようになっておりまして、県内２０

市町中、ワースト４位でございます。 

また、リサイクル率についても、全国平均１

９．６パーセント、県内平均１６パーセントと

比較いたしますと１０．５パーセントとなって

おりまして、同様に県内ワースト４位となって

ございます。 

- 31 -



 このような状況を改善するため、昨年４月か

ら新たな三つの取組として、家庭系ごみの有料

化、粗大ごみの個別収集、資源ごみ等の拠点回

収を行ってきているところでございます。 

家庭系ごみの有料化は、ごみ処理費用の一部

をごみを出す人が直接負担をする、指定ごみ袋

を購入していただくことで、このことで節約意

識が働き、ごみの減量、分別の必要性への気づ

きが生まれ、ごみの減量と再資源化を推進する

ことができます。実際にその削減効果が現れて

いるのも事実でございます。 

 次に、市民のかたへのごみの減量についての

具体的な取組でございますけども、令和３年度

に実施いたしましたごみ質調査、もえるごみ袋

の中身の調査によりますと、本市の内訳は、多

い順に、重さの比では、生ごみが３６．５パー

セント、紙類が３２．８パーセント、プラスチ

ック類１５．７パーセント、容積比では、プラ

スチック類５０．２パーセント、紙類２６．７

パーセント、生ごみ１４．２パーセントとなっ

てございます。 

これらの燃えるごみを減量するため、本市で

は、生ごみを処理する生ごみ処理容器、生ごみ

処理機の購入費に対する補助金や各学校のＰＴ

Ａなどが自主的に古紙、アルミ缶などの集団回

収を行っていただいていることに対する回収量

に応じた資源リサイクル活動補助金、また、菓

子箱、封筒、ティッシュ箱などの紙類、雑紙を

資源ごみとするため、これまでのごみステーシ

ョンでの回収に加えまして、昨年４月からは新

たに市役所や一部公民館での回収の場所を増や

し、体制の強化を図ってございます。引き続き、

市民のかたがたへの積極的な活用をお知らせし

ながらごみの減量に努めて参りたいと、このよ

うに考えております。 

 次に、リサイクル率が低い理由は、回収での

細かい分別がないことであります。議員御指摘

のとおりでございます。 

先進事例では、再資源化センターなどを建設

し、市民の皆さんの御協力を得ながら細かく分

別し再資源化を図り、結果、リサイクル率が向

上している状況にございます。 

 本市といたしましても、現在のごみ焼却施設

であります道前クリーンセンターの使用予定が

令和１６年度末までとなっておりまして、現在、

新しいごみ処理施設の整備について検討をして

いることから、将来的には新しいごみ処理施設

の整備に合わせて、プラスチック類などの分別

を行い、リサイクル率の向上を図って参りたい

と、このように考えております。 

一方、新しいごみ処理施設ができるまでの間

は、スーパーなど民間事業者の協力を得ながら、

プラスチック類などをスーパー店頭などの回収

場所へ出していただくよう、市民の皆さんにお

願いをしているところであります。 

なお、それらを積極的に活用していただける

よう、市のホームページを通じて店舗ごとの回

収品目を紹介してございます。 

 ごみの減量、再資源化の推進は、市民の皆さ

んの御理解と御協力が必要でありまして、まず

は日々の生活の中でごみの減量や再資源化につ

いて自分事として捉え、実践していただけるよ

う、意識と行動の変化を促していきたいと考え

ております。 

そのため、自治会や各種団体などに対する出

前講座の開催、ＹｏｕＴｕｂｅ動画の配信、市

報、ホームページや市内全家庭への家庭ごみ分

別ガイドブックの配付などを行ってきましたが、 

引き続き、幅広くお知らせをしていきたいと考

えております。 

皆さんからの後押しを、次代を担う皆さんか

ら親へ、そしておじいちゃん、おばあちゃんへ、

しっかり呼び掛けていただくことも期待したい

と思います。 

私からは以上でございます。 

その他の質問につきましては、環境部長から

答弁をさせていただきます。 
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○議長（新本里花君） 難波江環境部長。 

 

○環境部長（難波江明広君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私からは、眞鍋光祐議員御質問の

うち、（２）ごみのポイ捨てを防ぐ取組について

答弁させていただきます。 

ポイ捨てなどの行為は不法投棄の一部とみな

され、西条市廃棄物の処理及び環境美化に関す

る条例、これは市の条例でございますが、では、

公共の場所などにごみを捨て、またはそれらの

場所を汚してはならないとされています。 

 また、より悪質なものは、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律、これは国の法律でございま

すが、により罰せられる犯罪行為でございます。 

しかし、これらの行為がなくならない原因は、

誰が捨てたのか分からなければ罰せられること

はない、捨てても誰かが片付けてくれるなど、

不法投棄をする人の意識の低さからくるもので

あると考えております。 

 本来、ポイ捨てによるごみの処理や予防対策

は土地の持ち主や管理している人が自分で行う

ものでありますが、捨てられる側はあくまで被

害者でございます。本市も、それらのかたから

相談があった場合には、不法投棄防止看板や一

時的な監視カメラの設置、パトロールによる監

視などの支援、協力に努めております。 

また、繰り返し同じ場所で不法投棄が行われ

るなど悪質な場合は、警察とも連携し対応して

おりますが、不法投棄をした人が分からないこ

とが多い状況でございます。 

 これからもポイ捨て防止策は継続して実施し

て参りますが、環境省が行った調査では、一斉

清掃などによる清潔できれいな街並みや景観が

ポイ捨てを防止する効果があるというように報

告されております。 

現在も、市内のボランティア団体が各地域の

河川、海岸において、ごみ拾いや環境美化活動

を行っており、本市としても、それらの活動に

協力し、市民一人一人のポイ捨て禁止などのご

みに対する意識が向上するよう努めて参りたい

と考えております。 

今後も、本市の豊かな自然と水を守り、良好

な環境を持続させるために、ＳＤＧs の考え方

からも、ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯ「いっしょにや

ろや、ちょっとずつ」をスローガンにずっと住

みやすく幸せな西条のために、市民のかたがた

といっしょに考え、連携し、協力体制を築いて

参りたいと考えております。 

 本日お集まりの中学生議員の皆様におかれま

しても、本市の未来の環境をよりよくするため、

引き続き、御理解、御協力を賜りますよう、切

にお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

○議長（新本里花君） 以上で、市政全般に対

する質問を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（新本里花君） 本日の議事日程は、全

部終了しましたので、これにて議事を閉じます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（新本里花君） この際、教育長から総

評があります。 

 伊藤教育長。 
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○教育長（伊藤隆志君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生議員の皆さん、たいへんお疲れ様でし

た。 

本日の中学生議会は、合併２０周年の記念事

業として、厳粛なる議場で開催されました。 

皆さんの感想はいかがでしたか。何事も初め

てのことで、少し緊張もあったかと思います。 

 会議につきましては、前半は丹原西中学校、

越智美晴議長、後半は西条東中学校、新本里花

議長の円滑な議事運営、常に議場全体への優し

い、そして気配り、目配りが行き届き、すばら

しい進行だったと私は思います。 

 この後、中学生議員を代表して新本里花議長

の挨拶があります。どのようなお話をされるか、

たいへん楽しみです。よろしくお願いします。 

また、質問をされた１０名の中学生議員の皆

さんの姿は、堂々とされてたいへんりっぱでし

た。 

 また、ひと言も話を聞き逃すまいと、前を向

き真剣に聞く中学生議員一人一人の態度も実に

すばらしかったです。 

さて、本日の中学生議会に出席して気がつい

たことをお話しいたします。 

中学生議員の皆さんが、学校での学び、ふだ

んの生活や地域の身近な事柄によく目を向けて

いることに関心をいたしました。 

 また、ふだんから市のホームページ、市報な

どを読まれている姿も想像できました。 

皆さんのどの質問を取りましても、皆さんが、

課題を見つける力、そして、それを受け止める

力、そして、その課題の背景を調べる力、そし

て、課題へ自分の意見を持つこと、また、それ

を積極的に発信する力を感じました。 

中には、私たち大人が気づかない視点からの

質問、提案、斬新なアイデアをいただき、皆さ

んから頼もしさも感じました。 

 皆さんのこれまでの学校や地域での学びが実

にすばらしかったことが証明されたと私は思い

ます。 

そして、議員の皆さん、中学校３年生です。

あと３年もすれば１８歳になり、選挙権が与え

られる年になります。 

 この西条市議会をはじめとして、議会や政治

は中学生議員の皆さんにとっても身近な存在に

なってきます。そう考えましたら、長い人生の

中でも最も多感な中学生時代に、このような貴

重な経験をしたことは、将来、大いにプラスに

働くと私は思います。 

今日の経験を生かして、西条市を更によくし

ていくにはどうすればいいか、ぜひ家族や友人

とさまざまな機会を通して話し合ってください。 

１０年後、２０年後にりっぱな西条市民にな

って市を支え、御活躍いただくことを切に願っ

ています。 

結びになりましたが、本日の中学生議会のた

めに多大な御協力と御指導をいただきました各

中学校の校長先生をはじめ先生がた、保護者の

皆様、また中学生議会に関わっていただきまし

た西条市議会議長をはじめ議員の皆様、議会事

務局、各部局のかたがたはじめ、全ての関係者

の皆様に心からお礼を申し上げ、私の総評とい

たします。 

皆様、本日は、たいへんありがとうございま

した。 

 

○議長（新本里花君） 次に、中学生議員を代

表しまして、私からひと言、御挨拶を申し上げ

ます。 
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○議長（新本里花君）(登壇)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、この議会を開催するに当たって、玉井

市長をはじめ、たくさんのかたの御協力があっ

たことと思います。 

ふだん学校では体験できないようなことを体

験させていただき、本当にありがとうございま

した。この場を借りてお礼申し上げます。 

この議会で経験したことを生かして、私たち

中学生がふるさと西条を今まで以上に盛り上げ

ていけるよう、これからも学び、地域に目を向

け、たくさんの活動に積極的にチャレンジして

いきたいと思います。 

以上で終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（新本里花君） 以上をもちまして、令

和６年度西条市中学生議会を閉会いたします。 

 どなたも、御苦労様でございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後４時０６分閉会 
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この会議録の内容が間違いないことを確認し、ここに署名する。 

 

 

中学生議会 議 長  

                    

                    

            議 長  

     

     

 議  員  

              

            

 議  員  

              

            

 議会事務局長  
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付    録 



質問通告表 

令和６年度西条市中学生議会 

１ 西条東中学校３年 弓立結香 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 自主学習することができる環境について 

（１）西条図書館の学習室の利用状況を確認する方法について 

（２）学校及び公民館の休日開放・放課後開放について 

（３）学習や交流機会の場を新たに設ける考えについて 

 

２ 西条西中学校３年 日野祭弐 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 学校の設備について 

（１）体育館及び技術室への冷暖房機器の設置について 

（２）駐輪場での自転車の転倒防止対策について 

 

３ 西条南中学校３年 植田結貴那 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 南海トラフ地震への対策について 

（１）避難所及び避難場所について 

  ア 避難所の増設について 

  イ 津波避難施設の建設について 

（２）避難所等への誘導標識の設置について 

（３）防災セットの配付について 

 

４ 西条北中学校３年 三島泰生 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 西条商店街の活性化について 

（１）イメージチェンジについて 

（２）若者の需要を増やす取組について 

（３）魅力発信等について 
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５ 東予東中学校３年 橋田麻未 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 小・中学校のトイレへの生理用品の設置について 

（１）設置に対する考えについて 

（２）使用しやすい環境作りについて 

（３）今後の課題及び対策について 

 

６ 東予西中学校３年 徳増莉子 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 福祉施策について 

（１）高齢者の社会参加への支援について 

  ア 現状について 

  イ 成果について 

（２）介護従事者への支援について 

  ア 現状について 

イ 介護従事者を増やすための取組について 

 

７ 河北中学校３年 山浦亜夢 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 通学路の安全対策について 

（１）危険な交差点への信号機設置について 

（２）カーブミラーの維持管理について 

（３）道路の補修について 

 

８ 丹原東中学校３年 福田くらら (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 丹原町の活性化とまちづくりについて 

（１）活性化に向けた取組について 

（２）丹原七夕夏まつりを再開する考えについて 

（３）空き家や空き地を活用する考えについて 
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９ 丹原西中学校３年 横山妃桜 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 道路の整備について 

（１）街灯の整備について 

（２）通学路などの道路整備について 

２ 公共交通について 

（１）バス路線の現状について 

（２）代替交通について 

（３）今後の取組について 

 

１０ 小松中学校３年 眞鍋光祐 (１０分) 

件名及び発言要旨  

１ 環境問題に対する西条市の取組について 

（１）ごみの削減とリサイクルについて 

（２）ごみのポイ捨てを防ぐ取組について 
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